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１．地域年金展開事業の概要（1/2）



自治体や民間企業、関係機
関等に対し、あるいはこれら
の機関と連携して、正しい年
金制度の知識や手続き、制
度改正等の最新情報を地域
において周知するための活
動です。
ポスター・パンフレットの掲

示や設置、配布を依頼する
とともに、事務担当者や従
業員向けの年金制度説明会
を実施しています。

◆公的年金制度の普及・啓発や国民年金保険料収納の向上等のため、関係機関との連携協力のもと『年金制度説明会』や
『年金セミナー』、『出張年金相談』等を実施します。

◆また、日本年金機構が取り組む公的年金制度の普及・啓発活動について、都道府県ごとに関係者や有識者からなる
『地域年金事業運営調整会議』を開催し、事業推進の意見や助言を伺います。

３

地域連携事業

年金セミナー事
業

地域相談事業
年金委員活動
支援事業

地域年金事業
運営調整会議

地域年金展開事業

大学や専門学校、高校な
どに通う、学生・生徒など
の若年層に対し、学生納付
特例制度などの年金制度
の正しい知識や手続きを理
解していただき、年金制度
が身近で重要なものである
ことを学んでいただくため
の年金セミナーを実施して
います。

年金委員を対象とした研
修会の開催や、委員向け情
報誌の発行等、活動に役立
つ情報を提供しています。

年金事務所から遠方にお
住まいの方やお客様の利便
性向上などのニーズに応え
るため、市役所・町村役場
や大規模商業施設、イベン
ト会場などで、出張年金相
談や免除申請窓口を開設し
ています。

公的年金制度の普及・啓発
等についての検討や年金事
務所が行う事業への意見・
助言を行うため、学識経験
者や関係機関等を委員とし
て都道府県ごとに設置して
います。

地域年金展開事業の主な取り組み

１．地域年金展開事業の概要（2/2）



事業名 取り組み内容 取り組み結果

地域連携事業

（１） 市区町村との連携

① 国民年金事務担当者向け研修の実施

② 市区町村への周知・啓発

➡制度改正や事務処理上の留意点

についての情報提供の実施

① 全道市区町村の新任担当者向けオンライン研修を実施しました。

また、道内16の全ての年金事務所において、対面形式による年金の知識や

実務に即した事務取扱の習得を目的とした研修を実施しました。

実施回数： 89回 （内オンライン研修： 25回）

② 市区町村担当者向け情報誌「かけはし」を定期的に発行し、制度改正や事

務処理上の留意点について情報提供を行いました。

また、制度周知等に係るポスターの掲示やリーフレットの設置等を依頼し、

地域住民への周知広報を行いました。

（２） 企業や団体の事務担当者や従業員等

に対する年金制度説明会の実施

実施回数： １３３回 （延べ4,392名 参加）

（主なテーマ）

・算定基礎届について

・短時間労働者の適用拡大について

・育児休業に係る保険料免除等について

・事業所調査における指摘事項の多い事例について

・オンライン事業所年金情報サービスについて

短時間労働者の適用拡大については、専門家活用支援事業（令和3年5月よ

り開始）により、社会保険労務士と協力して制度周知を図っています。

４

２．北海道における令和５年度の取り組み結果（事業実施結果）（１/７）

（説明会資料の例）



事業名 取り組み内容 取り組み結果

地域連携事業

（３） リーフレット・ポスター等の設置・配布

➡「年金制度」や「電子申請の利用促進」、

「ねんきんネットの利用勧奨」等に関す

るリーフレット・ポスター等の設置・配

布について、関係機関と連携を図りな

がら実施する。

① 厚生年金保険・健康保険制度の周知用リーフレットの窓口設置について、

下記の関係機関に協力依頼を行いました。

＜北海道商工会連合会＞ 道内152商工会 計4,560部

＜北海道商工会議所連合会＞ 道内41商工会議所 計500部

<法務局>

・札幌法務局 1,000部 ・函館地方法務局 300部

・旭川地方法務局 200部 ・釧路地方法務局 200部

<北海道労働局> 500部

＜北海道税理士会＞ 2,100部

＜北海道農業協同組合中央会＞ 1,100部

＜北海道農政事務所＞ 30部

＜札幌市保健所＞ 100部 合計10,590部

② 国民年金免除制度の周知用リーフレットの配布について、下記の関係機

関に協力依頼を行いました。

<北海道内のハローワーク＞

雇用保険受給説明会において、リーフレットの配布を実施。
（周知用リーフレット）

５

２．北海道における令和５年度の取り組み結果（事業実施結果）（２/７）



事業名 取り組み内容 取り組み結果

地域連携事業

（４） 関係機関の広報誌等による周知・啓発

（５） 行事等を通じての周知・啓発

③ 電子申請利用促進用リーフレットの配布について、下記の関係機関に協

力依頼を行いました。

＜全国健康保険協会 北海道支部＞

健康保険委員向けに広報誌を送付する際に、リーフレットの同封を実施。

＜北海道社会保険労務士会＞

会員専用掲示板に、リーフレットの掲出を実施。

④ ねんきんネット利用勧奨用ポスターの掲出について、下記の関係機関に

協力依頼を行いました。

＜日本郵便株式会社 北海道支社＞

北海道内６１の大規模郵便局内に、ポスターの掲出を実施。

＜北海道社会保険協会＞

会員向け広報誌「社会保険ほっかいどう」に年金制度に関する記事を６回掲載。

・「年金の日」⇒１１月３０日に札幌市の地下歩行空間で年金制度を周知するため

のイベントを実施。（P10参照）

・「わたしと年金」エッセイ募集⇒学校等教育機関にポスター掲出依頼。

６

２．北海道における令和５年度の取り組み結果（事業実施結果）（３/７）

（電子申請リーフレット）

（ねんきんネットポスター）



事業名 取り組み内容 取り組み結果

年金セミナー事業

（１） 教育機関における年金セミナーの実施

➡北海道内の大学、短期大学、専門学校

および高等学校等を対象に、主に対面

による年金セミナーを実施しました。

（２） 年金セミナーの開催拡大に向けた

取り組み

① 地域年金推進員の支援による取り組み

⇒地域年金推進員（北海道立高等学校関係者のＯＢ等）による勧奨が

効果的に実施されるよう、札幌西地域代表年金事務所が定期的に

フォローアップし、北海道内の高等学校を中心に具体的な勧奨計画

を策定し取り組みました。

② 「年金セミナー開催に係るアンケート」の実施

⇒教育機関側の年金セミナー開催が困難な理由等を把握し、今後の
開催勧奨の参考とするため、北海道内の高等学校225校に対して、ア
ンケートを行いました。（令和６年３月実施）

教育機関数
令和５年度 令和４年度

実施校数 受講者数 実施校数 受講者数

大学（短大含む） 69 6 159 7 354

専修・専門学校 158 38 1,293 37 1,240

公立高校 222 33 2,684 37 2,696

私立高校 55 9 1,155 9 1,009

その他の教育機関 112 8 245 7 203

合計 616 94 5,536 97 5,502

７

講堂や体育館で講義形式で
公共・家庭科の授業に

日本年金機構では、高校生・大学生をはじめとした若い世代へ向け、正しい年金の知識や手続き

を伝えるため「年金セミナー」を実施しています。

講師派遣による対面形式での年金セミナーを基本としながらも、各教育機関の状況やご要望に応

じ、様々な形態での年金セミナーを実施しています。

授業カリキュラムへの年金セミナーの追加を、是非ご検討ください！

年金セミナーの概要は、

右の二次元コードからアクセスできます。

年金セミナー

詳細については、札幌西地域代表年金事務所 地域調整課（011-271-1673）までご連絡ください。

進路が決まった学生・生徒に向けて オンラインでも受講可能

学生・生徒向け

（年金セミナー開催勧奨用リーフレット）

送付数 回答数 回答率

225 75 33.3%

２．北海道における令和５年度の取り組み結果（事業実施結果）（４/７）



事業名 取り組み内容 取り組み結果

地域相談事業

北海道は広範な地域を管轄する年金事務所
も多く、年金事務所のご利用が難しいお客様
のために、市町村の協力を得て、各地域に年
金事務所職員を派遣し出張年金相談を実施
しています。

年金事務所名 出張年金相談会場 年金事務所名 出張年金相談会場

札幌北 当別町商工会館
室蘭

伊達市役所

新さっぽろ 千歳商工会議所 洞爺湖町役場

函館

松前町役場 長万部町役場
苫小牧

浦河町役場

福島町役場 せたな町役場 新ひだか町役場

知内町役場 今金町役場
小樽

後志労働福祉センター

森町役場 江差町役場 岩内地方文化センター

八雲町役場

北見

オホーツク・文化交流センター

旭川

富良野市役所 遠軽町保険福祉総合センター

名寄市駅前交流プラザ 紋別市民会館

士別商工会議所 斜里町公民館ゆめホール知床

士別市民文化センター 帯広 広尾町商工会

美深町役場 稚内 枝幸町中央コミュニティセンター

釧路

中標津町役場
砂川

芦別商工会議所

根室市総合文化会館 深川商工会議所

弟子屈町公民館
留萌

羽幌町役場

羽幌町立中央公民館

８

北海道内 令和５年度 令和４年度

合計実施回数 310回 318回

２．北海道における令和５年度の取り組み結果（事業実施結果）（５/７）



事業名 取り組み内容 取り組み結果

年金委員活動

支援事業

（１） 年金委員向け情報提供誌の発行

（２） 年金委員との連絡会等の開催

（３） 年金委員表彰式の実施

（４） 年金委員の委嘱拡大

職域型年金委員および地域型年金委員に対して、定期的な情報提供を行うため、

年４回（４月、７月、１０月、１月）、情報誌「しらかば便り」を発行しました。

① 「地区連絡会」の開催

⇒地域型年金委員が所属する管内の年金事務所において、制度改正事項の研修や

地域型年金委員の活動内容について意見交換を行いました。

実施回数: 32回 （延べ247名 参加）

② 職域型年金委員向け研修会の開催

実施回数： 46回 （延べ1,173名 参加）

令和５年度 年金委員表彰状伝達式を実施し、厚生労働大臣表彰、日本年金機構理事

長表彰、日本年金機構理事表彰の伝達を行いました。

職域型年金委員および地域型年金委員について、新規委嘱に重点的に取り組み、

委嘱拡大を行いました。

⇒北海道内年金委員数（令和５年度末）

職域型年金委員 ５，２４０名（前年度比 ＋１６１名）

地域型年金委員 ４１４名（前年度比 ＋１１名）

９

厚生労働大臣表彰 3名

日本年金機構理事長表彰 11名

日本年金機構理事表彰 21名

２．北海道における令和５年度の取り組み結果（事業実施結果）（６/７）



（チカホイベントの様子）

毎年１１月の「ねんきん月間」は、厚生労働省と協力して、公的年金制

度の普及・啓発活動を積極的に行うこととしています。また、厚生労働

省において、「国民お一人お一人、『ねんきんネット』等を活用しながら、

高齢期の生活設計に思いを巡らしていただく日」として、平成２６年度

から毎年１１月３０日（いいみらい）を「年金の日」と制定しています。

令和５年11月30日の「年金の日」にあわせて、札幌市の地下歩行空

間（チカホ）で札幌の4つの年金事務所合同のイベントを行いました。実

際に「ねんきんネット」を体験していただき、スマホとマイナンバーカー

ドがあれば簡単に自分の年金記録が確認できることをご紹介する良

い機会となりました。あわせて、地域年金推進員の落語による年金セ

ミナーも行われ、多くの方にご来場いただきました。

「ねんきん月間」、「年金の日」の取り組み

例年、11月の「ねんきん月間」での取り組みの一環として、「わたしと

年金」エッセイを広く募集しております。

令和５年度の北海道の応募数は、稚内高等学校および釧路工業高等

専門学校から計25名となりました。また、全国では1,609名の方か

らご応募いただきました。

「わたしと年金」エッセイについて

10

２．北海道における令和５年度の取り組み結果（事業実施結果）（７/７）

※ 写真の掲載については、
ご本人の了承をいただいています。
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日付 事業名 意見・提案事項 対応状況

令和５年９月13日

第２０回

地域年金事業

運営調整会議

地域連携事業

年金セミナー事業

・年金制度の周知方法について、年金委

員向け情報誌を委員限定ではなく、例え

ば地域の回覧板に入れてもらったり、市

区町村に配布し、掲示板等に掲出をお願

いしたらどうか。より多くの方々が自然

と目にすることができるような工夫があ

ると良いと思う。

・年金セミナーの開催拡大に向けた取り

組みについて、年金事務所から学校へ直

接、開催アプローチを行った場合、現場

の教員に開催概要等が上手く伝わらな

いことがある。例えば、北海道内には市

区町村との繋がりが強い高校があり、役

場の職員が「公共」の授業に講師として

参加しているケースもあると聞く。この

場合の市区町村のように、学校側の身近

な関係機関と連携してアプローチを行っ

たらどうか。

・「町内会役員」や「市区町村職員」の方に地域

型年金委員になっていただけるよう、勧奨を

積極的に行っています。

また、地域型年金委員の皆様には、地域の回

覧板での周知をお願いしています。より多く

の方々に目を通していただけるよう、誌面充

実に努めてまいります。

・年金セミナーについては、地域の特性に合わ

せ、教育機関への直接的な開催アプローチだ

けではなく、市区町村や関係機関と連携した

アプローチを進めてまいります。

３．前回の運営調整会議での意見および提案事項への対応



① 市区町村との連携

・国民年金事務担当者への研修を定期的に開催します。開催にあたっては、研修テーマ、開催方式に

ついて市区町村のニーズを十分に聞き取り、効果的に実施します。

・市区町村担当者向け情報誌「かけはし」を年６回送付し、情報提供を行います。

② 企業担当者向けの制度周知 （重点取組内容）

③ 関係機関・団体等と連携した取り組み

12

（１） 地域連携事業

・市区町村、ハローワーク、税務署等に、公的年金制度の周知用ポスターの掲示およびリーフレットの設置を依頼し、

地域住民への情報提供の充実を図ります。

・北海道管区行政評価局等の関係機関から「出張相談会等の開催」にかかる講師派遣の依頼があった場合は、

積極的に講師派遣に協力します。

・企業や団体等に対する年金制度・事務手続き説明会を通じて、電子申請や

ねんきんネット、制度改正事項等についてより多くの方に周知・広報をします。

【取り組み方針】 市区町村、自治会、事業所、関係機関・団体等と協力連携し、

年金制度説明会をはじめとする地域に根付いた情報提供活動を実施します。

４．北海道における令和６年度の取り組み方針（事業計画）(1/4）

（市区町村向け情報誌）



13

（２） 年金セミナー事業

① 年金セミナー開催に向けたアプローチ

・教育委員会等の上部組織に対し、年金セミナーの実施や年金エッセイの募集について協力依頼を行います。

・教職員ＯＢである地域年金推進員との意見交換会を行い、アプローチや開催方法について助言を受け、効率的な
アプローチ等を進めます。

② 年金セミナーの開催および内容の充実化 （重点取組内容）

・受講者との対話を取り入れた対面式セミナーやオンラインセミナー、動画視聴など、各学校のニーズや環境に応
じた多様な年金セミナーをより多くの方に実施します。

・令和６年４月に札幌国税局と連携し、大学生に対して、「税金」と「年金」に関する講座をパッケージで提供する取り
組みを実施しました。また、今後日本郵便と連携し、高校生に対して、「金融」や「年金」に関する講座をパッケージで
提供する取り組みを実施する予定です。

③ 地域年金推進員への活動支援

・活動状況の把握のため、随時、推進員と連絡を行い、活動のフォローアップをします。

・地域年金推進員に対する研修や連絡会議を開催し、意見交換・情報共有を行います。

【取り組み方針】

高校生や大学生等の若い世代が、年金の正しい知識や手続きに触れ、年金制度が身近で重要なものであるとの認識を

深めていただくため、多様な年金セミナーを開催するとともに、効果的な開催アプローチを検討・実施します。

４．北海道における令和６年度の取り組み方針（事業計画）(２/4）



○出張年金相談会の実施について

・北海道は広範な地域を管轄する年金事務所が多く、年金事務所のご利用が難しいお客様のために、市町村の協力

を得て、各地域に年金事務所職員を派遣し、出張年金相談会を実施します。

・自治体、社会福祉協議会と連携した、免除手続き等に関する説明会・相談会を実施します。

（３） 地域相談事業

（４） 年金委員活動支援事業

① 年金委員活動に必要な情報提供の実施

・半期に１回をめどに職域型年金委員や地域型年金委員に対し、研修会や地域型年金委員地区連絡会を開催します。

② 年金委員の委嘱拡大 （重点取組内容）

・年金委員制度を広く周知し、委嘱拡大に関する取り組みを実施します。

・職域型年金委員は、昨年度に引き続き、被保険者数50人以上事業所への新設に取り組みます。

・地域型年金委員は、高齢者や生活困窮者、若年者への幅広い周知・啓発等の年金委員活動を展開するため、

市区町村職員や教育機関職員の新規委嘱に取り組みます。

14

４．北海道における令和６年度の取り組み方針（事業計画）(３/4）



15

11月の「ねんきん月間」や「年金の日」において、各年金事務所が、公的年金制度の普及・啓発活動等を実施します。

① 年金委員表彰式の開催

・顕著な功績が認められる年金委員を推薦し、表彰状伝達式を開催します。

② 各年金事務所における公的年金制度の普及・啓発活動の実施

・令和６年11月30日（土）の「年金の日」には、全道の年金事務所で休日開所を行い、

年金相談を実施します。

・札幌市の地下歩行空間（チカホ）で札幌4事務所合同のイベントを行います。

③ 「わたしと年金」エッセイ募集

・令和６年６月３日（月）から令和６年９月９日（月）までを募集期間とし、北海道教育庁に対して、周知・協力依頼

を実施しました。なお、受賞作品につきましては、１１月に日本年金機構のホームページで発表し、応募のあっ

た教育機関に対し感謝状を贈呈します。

(5)「ねんきん月間」、「年金の日」の取り組み

４．北海道における令和６年度の取り組み方針（事業計画）(４/4）




